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仕 様 書 

 

１  件  名 

  「 赤坂でつながり 隊」 地域コ ミ ュ ニティ 醸成支援業務委託 

 

２  履行期間 

  令和４ 年４ 月１ 日から 令和５ 年３ 月 31 日まで 

 

３  履行場所 

  赤坂地区総合支所会議室等 

 

４  事業目的 

地域活動団体同士が仲間を 広げる 仕組みを 作るため、 情報や機会、 資源を 分かち 合

う ための交流会を 実施し 、 地域で活動する 上での課題や地域活動団体同士が積極的に

関わり 合いながら 活動する こ と について、 情報交換でき る 場と 関係性を 構築し 、 コ ミ

ュ ニケーショ ン の活性化を 図り ます。  

また地域が抱える 課題についても 共有し 意見交換する こ と によ り 地域コ ミ ュ ニティ

活動の醸成を 推進する こ と を 目的と する 。  

 

５  業務内容  

（ １ ） 交流事業の実施 

ア 実施回数  

年４ 回（ 各回２ ～３ 時間程度）  

開催予定時期 

第１ 回交流会 ５ 月から ６ 月 

第２ 回交流会 ８ 月から ９ 月 

第３ 回交流会 11 月から 12 月 

第４ 回交流会（ 全体交流会） ２ 月 

※内 1 回は交流事業参加者によ る 「 全体交流会」 と する。 （ 詳細は( ３ ) 参照）  

イ  対象 

   令和３ 年度の調査で実態把握し たコ ミ ュ ニティ の構成員及び、 参加を 希望する コ

ミ ュ ニティ の構成員 

ウ 参加人数 

各回 15 団体 30 名程度（ １ 団体から ２ 名程度） する 。  

エ 内  容  

交流事業毎に設定し たテーマについて互いに話し 合い、 団体同士や団体と 区民等

が気軽に交流でき るグループディ スカ ッ ショ ン  
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オ 企画立案及び実施計画書の作成 

   交流事業の企画立案を 行う に当たっ ては、 参加コ ミ ュ ニティ 同士の円滑で継続的

な交流と 、 地域活動の基盤と なる町会等と の接点づく り を 視野に入れ、 区及び関

係機関の既存事業（ 地域コ ミ ュ ニティ 活性化事業） と の連携、 協働を 考慮し 、 年

度当初に年間の事業計画書案を 提出する こ と 。 また、 各回交流事業実施について

は当日までの計画表、 当日の進行台本、 事業開催に必要な機材・ 備品類等を 記載

し た実施計画書を 発注者に提出する こ と 。 なお、 事業を 効率的・ 効果的に行う た

め、 実施計画書作成にあたっ ては、 発注者と 事前に打ち 合わせを 行う こ と 。 会議

に必要な資料は受注者が作成し 、 必要部数を 用意する こ と 。  

 カ  交流事業の準備 

   実施計画書に基づき 、 発注者及び関係機関と 協力し て令和３ 年度実施の実態調査

で把握し たコ ミ ュ ニティ に対し て交流事業への参加を 働き かける。  

キ 申込受付業務 

発注者と あら かじ め協議し た方法で（ メ ール、 Ｆ Ａ Ｘ 、 電話のいずれかの方法）

申込受付を 行う こ と 。 申込用紙に必要事項が記入さ れている こ と を 確認し た上

で、 申込を 受け付ける こ と 。 抽選と なっ た場合は、 事前に発注者と 協議し た方法

にて抽選を 行い、 申込者へ当選・ 落選の通知を 行う こ と 。 なお、 申込者の個人情

報については、 適切に取り 扱い、 事故等を 未然に防ぐ こ と 。  

ク  問合せ対応業務 

連絡先と 電話番号等を 開示し 、 参加希望者や参加者から の問合せに対応する こ と 。  

ケ コ ロ ナウイ ルス感染症拡大防止について 

来場者用の消毒液、 非接触型検温器、 マスク 等については、 必要に応じ て受注者 

が用意するこ と 。 また従事者は必ずマスク を 着用する こ と 。  

コ  会場及び会場内で必要な物品、 備品について 

会場は原則、 区有施設を 使用する こ と と し スク リ ーン 、 音響、 机、 椅子等は会場 

備え付けのも のを 使用する こ と 。 なお、 電源用延長コ ード 、 設営に使用する 養生 

テープ等については、 必要に応じ て受注者が用意し 、 発注者の指示に基づき 適切 

に設置し 、 交流事業終了後速やかに撤収する こ と 。 なお、 会場は発注者が用意す

る。  

サ 電源の確保 

音響、 オンラ イ ン 配信等に必要な電源については、 会場内の電源を 確認の上、 使 

用する こ と 。 使用にあたっ ては、 必要最小限に止める こ と 。  

シ 撤収作業 

撤去終了後、 資材等運び込んだも のは全て持ち帰る こ と 。  

（ ２ ） 当日の運営、 進行管理業務 

交流事業当日は、 円滑に進行でき る よ う 下記のと おり 運営スタ ッ フ を 配置し 、 発

注者の補助を 行う こ と 。 ただし 、 それぞれのポスト は専任と し 、 兼任は不可と す

る。 また、 当日は事前に提出し た台本に沿っ て進行するこ と 。  
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役職 内 容 

進行管理 会場全体及び進行を 管理する こ と  

進行補助 

・ 進行管理の補助を 行う こ と  

・ 交流事業開始前まで受付を 行う こ と  

・ 記録用の写真撮影を 行う こ と  

   ※ 会場案内及び誘導は発注者で行う 。  

（ ３ ） 全体交流会の実施（ 年 1 回）  

ア 年度内に開催さ れる 交流会の最終回については、第 1 回交流会から 第３ 回交流会の

参加団体を 中心と し た「 全体交流会」 と し 実施する 。  

イ  発注者と 協議の上「 全体交流会」 を 開催し 、 参加団体間のネッ ト ワーク を 強化し 、

情報交換など参加団体と の調整を 行う 。  

（ ４ ） 参加コ ミ ュ ニティ 同士の情報共有の場の立上げと 運営支援（ 通年）  

地域コ ミ ュ ニティ 情報の共有化や相互のサポート 、区民への情報発信を 行う 情報共 

有の場「 仮称： 赤坂・ 青山広場」 を WEB上に立上げ、 運営支援する 。  

（ ５ ） Ｐ Ｒ パン フ レ ッ ト の作成業務 

本業務の成果を 広く Ｐ Ｒ する ためのパン フ レ ッ ト を 作成し 、 提出する。  

（ ６ ） 事業報告書作成業務 

   実施内容、 参加者、 参加団体、 内容及び課題考察等を 記載し た事業報告書を 交流事

業終了後２ 週間以内に提出する こ と 。  

（ ７ ） そ の 他 

ア 令和５ 年３ 月に実施予定の「 赤坂地区の多世代間交流促進事業」 において、 「 赤

坂でつながり 隊」 と し て参加し 、 本交流事業の成果を 発表し 、 多く の住民等に向け

て発信する場を 設ける 。  

 イ  交流事業の実施に当たっ ては、 オンラ イ ン （ ラ イ ブ配信） を 効果的に活用する  

こ と 。  

 

６  成果物 

交流事業の実施 

受注者は、 年４ 回の交流事業終了後 14 日以内に以下の成果品を 発注者に提出す 

るこ と 。また年度内最終交流事業終了後に年間を 通じ た実績報告書を 令和５ 年３ 月31 

日までに別途発注者に提出する こ と 。  

ア Ｐ Ｒ 用パン フ レ ッ ト  一式 

   電子データ （ Ａ ５ 版、 見開き ２ ページ、 カ ラ ー） にて提出する こ と 。  

イ  実施報告書 １ 部 

冊子型式（ Ａ ４ 版、 カ ラ ー） で作成する こ と 。  

ウ 電子データ  一式 

上記（ １ ） 、 （ ２ ） の電子データ を Ｄ Ｖ Ｄ －Ｒ に保存し 、 提出する こ と 。  

 ※ 電子データ の形式は、 マイ ク ロ ソ フ ト 社製オフ ィ スを 使用し て作成するこ と 。  
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７  支払方法 

  契約代金は、業務の履行を 確認し た後、受注者から の書面によ る請求に基づき 一括で

支払う こ と と する 。  

 

８  著作権等 

  こ の契約の履行にあたり 、作成さ れた成果品並びに生じ た印刷物のデジタ ル情報、図

版、 写真及びネガフ ィ ルム等については、 発注者に著作権を 譲渡するも のと し 、 発注者

が請求を し たと き は、 発注者が指定する 方法で引き 渡さ なければなら ない。  

 

９  受注者の責務 

（ １ ） 受注者の責務において、 区民・ 業務関係者等に対する 安全対策に万全を 期し 、 事故

防止に関する 必要な措置を 講ずるこ と 。  

（ ２ ） 受注者は、 常に善良なる 管理者の注意を も っ て業務を 遂行し 、 業務の進捗状況につ

いて確認の上適宜報告する こ と 。  

（ ３ ） 関係法令等を 遵守し 、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行う こ と 。  

（ ４ ） 受注者は、 業務上知り 得た秘密を 第三者に漏ら し てはなら ない。 契約の解除及び期

間満了後においても 同様と する 。  

（ ５ ） 受注者は、 本契約の履行に当たり 、「 港区職員の障害を 理由と する 差別の解消の推

進に関する 要綱」 の趣旨を 踏まえ、 適切な対応を 図る こ と 。  

（ ６ ） 受注者は、 「 港区職員のハラ スメ ント の防止等に関する 要綱」 を 遵守する こ と 。 ま

た、 ハラ スメ ン ト が発生し た場合は、 発注者と 連携し て適切に対応する こ と 。  

（ ７ ） 受注者は、 本契約の履行に当たり 、「 港区環境美化の推進及び喫煙による 迷惑の防

止に関する 条例」 （ 平成９ 年港区条例第 42 号） 第９ 条に規定する みなと タ バコ ルー

ルを 遵守する こ と 。  

（ ８ ） 受注者は、 本契約の履行に当たり 、 基本的人権を 尊重し 、 個人の尊厳を 守り 、 あら

ゆる 差別を なく すために適切な対応を 図る こ と 。  

（ ９ ） 受注者は、 個人情報について、 別紙「 個人情報等取扱いに関する 特記事項」 を 遵守

する こ と 。  

（ 10） 受注者は、 本契約の履行に当たり 、 地球温暖化防止のため、 省エネルギー対策に努

める こ と 。  

（ 11） 受注者は、 オン ラ イ ン（ ラ イ ブ配信） での運営を する 際には、 セキュ リ ティ 対策に

万全を 期すこ と 。  

（ 12） 受注者は、 オン ラ イ ン（ ラ イ ブ配信） での運営を する 際には、 配信ツ ールの利用規

約を 遵守する こ と 。  

（ 13） 受注者は、 肖像権や使用する データ 等の著作権など、 配信情報の取扱方法について

講師等出演者と 事前に協議する こ と 。  

（ 14） 本業務では業務用パソ コ ンを 使用し 、 私有パソ コ ン は使用し ないこ と 。  
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（ 15） 受注者は業務遂行に際し て、 港区情報安全対策指針を 遵守する こ と 。 また、 受注者

は区が実施する 、港区情報安全対策指針の遵守状況に関する 点検作業に協力する こ

と 。 点検作業には、 情報セキュ リ ティ において問題が発生し た場合の検査、 ある い

はセキュ リ ティ 監査等が該当する 。  

（ 16） 受注者がイ ベン ト を 運営する 上で利用する パソ コ ン には、最新のウィ ルス検知ソ フ

ト 及びフ ァ イ ヤーウォ ールを 導入する こ と 。またウィ ニー等のフ ァ イ ル交換ソ フ ト

の導入は禁止する 。  

（ 17） 受注者が保有する 区民等の個人情報に関わる 帳票類又は電子データ は、当該年度の

事業が終了し たと き は、発注者と 協議の上、発注者に返還する か又はデータ を 消去

する こ と 。  

（ 18） ホームページ及び報告書等に掲載する 記事及び画像は、参加者等の個人情報が特定

でき ないよう 配慮する こ と 。  

（ 19） 新型コ ロ ナウイ ルスやイ ンフ ルエンザ等の感染症について消毒、換気等の感染を 防

止する ための対策を 徹底する と と も に、会場の収容人数については発注者と 協議の

う え、 決定する こ と 。  

（ 20） オン ラ イ ン を 活用し た交流事業については、参加者の肖像権や個人情報等に最大限

配慮する こ と 。  

（ 21） オン ラ イ ン を 活用し た交流事業における必要な機材等は受注者が用意する こ と 。  

（ 22） その他、 本仕様書に明記さ れていない事項については、 発注者と 協議の上、 決定す

る こ と 。  

 

10 環境によ り 良い自動車利用 

（ １ ） 本契約の履行に当たっ て自動車を 使用し 、 又は利用する 場合は、 都民の健康と 安全

を 確保する 環境に関する条例（ 平成 12 年東京都条例第 215 号） の規定に基づき 、 次

の事項を 遵守する こ と 。  

  ア ディ ーゼル車規制に適合する 自動車である こ と 。  

  イ  自動車から 排出さ れる窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（ 平成 4 年法律第 70 号） の対策地域内で登録可能な自動車

利用に努める こ と 。  

（ ２ ） 低公害・ 低燃費な自動車利用に努める こ と 。  

（ ３ ） 適合の確認のために、 当該自動車の自動車検査証（ 車検証） 、 粒子状物質減少装置

装着証明書等の提示又は写し の提出を 求めら れた場合には、速やかに提示し 、又は提

出する こ と 。  

（ ４ ） 本契約の履行に当たっ て観光バスを 利用する 場合は、「 観光バスの環境性能表示に

関する ガイ ド ラ イ ン（ 平成 29 年 3 月 16 日改正 28 環改車第 790 号） 」 に規定する 評

価基準Ａ ラ ン ク 以上の車両を 供給する こ と 。  
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11 その他 

  本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じ た場合は、発注者と 受注者が協議の上、対

応を 決定する こ と と する 。  

 

12 担 当 

 港区赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係 甲斐、 髙梨、 中村 

電話：  ０ ３ （ ５ ４ １ ３ ） ７ ２ ７ ２   FAX：  ０ ３ （ ５ ４ １ ３ ） ２ ０ １ ９  



別紙 

                                                    （平成 27 年 10 月 5 日） 

 
個人情報等取扱いに関する特記事項 

 

 

（ 適正な管理）  

第 1 条 受注者は、 個人情報の漏えい、 滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理

のために必要な措置を 講じ なければなら ない。  

（ 秘密保持の義務）  

第 2 条 受注者は、こ の契約により 受託し た事務に関し て知り 得た個人情報を みだり に他人

に知ら せ、又は不当な目的に使用し てはなら ない。契約期間満了後も 、また、同様と する。  

第 3 条 受注者は、 こ の契約により 受託し た事務に従事する者及び従事し た者にも 、 前条の

義務を遵守さ せなければなら ない。  

（ 再委託）  

第 4 条 受注者は、 発注者の書面による承諾を 得た場合に限り 、 こ の契約により 受託し た

事務の処理を他に委託し 、 又は請け負わせるこ と ができ る。  

第 5 条 受注者は、 受託し た事務について前条の規定により 他に委託し 、 又は請け負わせる

と き は、こ の契約により 求めら れる安全管理措置と 同等の措置を 講ずるこ と ができ る事業

者を 再委託先と し 、こ の契約と 同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなけれ

ばなら ない。 また、 発注者は、 受注者が再委託先に対し て適切な監督を行っ ているかを 監

督するも のと する。  

（ 第三者への提供の禁止）  

第 6 条 受注者は、 こ の契約により 受託し た事務に係る個人情報を 第三者に提供し 、 又は譲

渡し てはなら ない。  

（ 委託さ れた事務以外への使用の禁止）  

第 7 条 受注者は、 こ の契約により 受託し た事務に係る個人情報を 、 委託さ れた事務以外の

用途に使用し てはなら ない。  

（ 加工、 再生等の禁止）  

第 8 条 受注者は、 こ の契約により 受託し た事務の範囲を 超えて、 個人情報の加工、 再生等

をし てはなら ない。  

（ 複写及び複製の禁止）  

第 9 条 受注者は、こ の契約により 受託し た事務に係る個人情報を 発注者の許可なく 複写し 、

又は複製し てはなら ない。  

（ 返還及び廃棄の義務）  

第 10 条 受注者は、 こ の契約により 受託し た事務が完了し たと き 又はこ の契約が解除さ れ

たと き は、 受託し た事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還し なければなら ない。  

第 11 条 前条の規定にかかわら ず、 受注者は、 当該個人情報を 発注者の指示に基づき 廃棄

すると き は、第三者の利用に供さ れるこ と のないよう 善良なる管理者の注意を も っ て焼却

又は裁断等により 処分し なければなら ない。  

（ 事故発生時等における報告及び対応の義務）  

第 12 条 受注者は、 個人情報の保護に関し 事故が生じ たと き 、 又は生ずる恐れがあるこ と

を知っ たと き は、 直ちに発注者に通知し 、 当該事故の解決に努めると と も に、 遅滞なく そ

の状況を 書面を も っ て発注者に報告し なければなら ない。 また、 情報セキュ リ ティ におい

て問題が発生し た場合の検査、 あるいはセキュ リ ティ 監査等の実地調査に対応するこ と 。 



別紙 

                                                    （平成 27 年 10 月 5 日） 

（ 監査・ 検査への協力等）  

第 13 条 発注者は、 受注者に事前に通知し 、 受注者の承諾を得た上でいつでも 、 受注者の

業務に支障を生じ さ せない範囲内において、 個人情報の管理状況等について監査・ 検査を

実施するこ と ができ る。 受注者は、 合理的事由のある場合を 除き 、 発注者又は発注者の指

定し た者の監査・ 検査に協力し なければなら ない。  

（ 公表措置及び損害賠償義務）  

第 14 条 発注者は、 受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し 、

又は怠っ た場合は、港区長の付属機関である港区個人情報保護運営審議会の意見を 聴いて、

その事実を 公表するこ と ができ る。  

第 15 条 前条の場合において、 発注者が損害を 受けたと き は、 受注者はその損害を 賠償し

なければなら ない。 契約期間満了後も 、 また、 同様と する。  

 

（ 第 16 条から 第 21 条の条文は、「 特定個人情報（ ※）」 の取扱業務を 委託する契約のみ）  

（ 特定個人情報管理体制の整備）   

第 16 条 受注者は、 委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を 置き 、

委託業務を 実行する部署に特定個人情報保護責任者を 置かなければなら ない。  

（ 特定個人情報を 取り 扱う 従業者の明確化）  

第 17 条 受注者は、 特定個人情報を 取り 扱う 従業者並びにその役割を指定し 、 事前に従業

者名簿を 発注者へ提出し なければなら ない。  

（ 従業者への教育訓練及び監督）   

第 18 条 受注者は従業者に対し て、 委託業務を 行う ために必要な教育及び訓練を 実施し 、

継続的に監督すると と も に、秘密保持契約を 締結する等の人的安全管理措置を講じ なけれ

ばなら ない。  

（ 持出し の禁止）  

第 19 条 受注者は、 こ の契約により 受託し た事務に係る特定個人情報を指定さ れた区域か

ら 持出し し てはなら ない。  

（ 契約内容の遵守状況についての報告）  

第 20 条 受注者は、 契約内容の遵守状況、 特定個人情報の安全管理体制等を 書面で報告し

なければなら ない。  

（ 安全管理措置の改善）  

第 21 条 受注者及び発注者は、 第 13 条に基づく 監査・ 検査の結果及び前条に基づく 委託業

務の遵守状況等についての報告を 踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置

の改善要否を協議し 、改善が必要と 判断し た場合は双方協力のう え対応し なければなら な

い。  

※「 特定個人情報」 と は、「 行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に

関する法律（ 平成 25 年法律第 27 号）」 第 2 条第 8 項に規定する特定個人情報を いう 。  

 

（ 以下の条文は、 該当する契約のみ）  

（ 電磁的記録媒体の保管）  

第 22 条 受注者は、 こ の契約により 受託し た事務に係る個人情報を記録し た電磁的記録媒

体を 、 施錠でき るロッ カ ー等に保管し なければなら ない。  

（ 電磁的記録媒体の搬送）  

第 23 条 受注者は、 こ の契約により 受託し た事務に係る個人情報を記録し た電磁的記録媒

体を 、 専用ケース等に入れて施錠し た上で、 安全対策を 施し て搬送し なければなら ない。 


